
名

員

事

督

工

監

１

２

事

説 明 事 項   ・

1.入札等に関する事項について

(1)このェ事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」

という。)、 入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説朋書に記載する条件により、横須賀市の上下水

道局契約規程によりその例によることとされている契約規員J、 契約履行規則及び工事等検査規員J(以下「契約

規則等」という。)に従らて行う。

(2)入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含むb以下「設計図書」という。)、 契約

書等若しくは契約規員1等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないの

で、入札等前に十分究明すること。

2.契約の保証について

.多郡む噺          要          不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は

提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は凩資錨頃は、請負代金額の 1∞ 分の10以上とすること。

(1)契約保証金の納付を証する領収書

(2)契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等

(3)債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機

関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律僻魏27年法律第 184う第 2条第4項に規定する保証事業会

(4)債務の履行を凩証する公共工事履行保証証券による保証証券                ‐

(5)債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3.前払金について                        |

雌             する          ―
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4.中間前払金について                           ^

中間前払金           する           ―
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5。 部分払について

部分払                             しない            ・

各                                 
レ

粋

畢

嘉

畢

寿



7.契約に関する事項について

(1)設計図書関係

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、,設計図書に特別の定めがある場合

を除き、請負者の責任において定めること。

ウ 契約の締結にあたつては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合

にあつては、別冊とすること。

(2)提出書類関係

ア 請負代金内訳書    要搬睾契糊縣擁鐸暑跡与

提出不要

イ エ  程  表     要提出修雛癬結後 7日以内)

…
ウ 着  手  届     着手後 5日以内に提出すること。

工 現場代理人及び    契約までに当該壺田櫛醒黎妻α溜握書を同時に提出すること。
主任技術者等届

オ 下請負関係書類    静 を狙 囃 、下記書類の写しを提出すること。

・施工悧 台帳

・施工縣 図

0再瀞 通知書 (再下請負の発注がある場合)

力 直 営 工 事 届     下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3)― 縣

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を男咄こ通

鯖 る。

(4)支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料     轟与     なし

イ 貸  与  品        轟与          なし

(5)条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係

のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6)設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微な

ものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7)部分ラ1渡 し関係

1彩樗 1渡 し指定部分        も与         なし

(8)火孵 の関係                                ,
火災保険その他の保険

…

   あ与          なし

8.現場代理人の常駐義務について

請負鰤 ミ500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、― 市ホームページ >入札の広場 >
工事 >入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。



9.コ リンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が 500万円以上の工事について、エ

ーサービスCCORINS)入カシステムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、② 日本磨設情報総合センタ■

に登録申請しなければならなし、

また、働 日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監

督員に提出しなければならなし■

登録申請の期限は、次のとおりとする。    ｀

(1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10日 以内とする。

(2)しゅん工時登録データの提出期限は、しゆん工後 10日 以内とする。

(3)施工中に受注時登録データの内容に変更があつた場合は、変更があつた日から 10日以内に変更データを提出

しなければならなし、

(4)変更時としゅん工までの間が 10日 間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるもの

とする。

10。 建設業退職金共済制度への加入について

(1)請負者l■l、 建設業退職金共済 (以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の

対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。

(2)請負者は、当初請負イ無圏が 5∞ 万円以上の場合は、建麒 錢 立聟馴確綸諏釉書を員占つた「

」傷報部 試 健出 )、
「     離 饒 出割 悌 2邪試 健麒 ))、 睫

設業退職金共済証紙貼付実績報告書」併邦号様式 (建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。た

だし、この制度に代わる退職金共済等1劫臥 している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記

載した「確認書」解聾号様式 健腿共))を

…

1箇月以内に監督員に提出すること。

なお、当
'研

剤員イ選酪勲ミ500万円未満の場合においても本市が     を把握する必要があると認めると

きは、関係資料を提出しなければならなし、

(3)下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明しt掛金相当額を下請代金中に算入す

る力ヽ 又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促

進に努めること。

(4)下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事

務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。

(5)請負者は、I― に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

(6)正当な理由がなく建退共l劫府 、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において

考慮される事となる。



11.施工計画書の提出について

(1)施工計画書の作成

請負者は、      こヽ監督員の指示に従つて施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に

指示する場合を除いて、次のし弩ン勁 こヽ該当する工事については、提出を要しなし、

ア 当」衡剤員イ遂酪財ミ500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ エ事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2)施工計画書の記載事項等

施工計画書等講慕葬頂は、横須賀市ホームページ >入札の広場 >検査情報に記載 偶llalの とおりとす

る。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であつても、監督員が必要と指示する書面を速や

力ヽこ提出すること。

(3)計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたつて、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法

について、監督員と協議を行うこと。

④ 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた

場合は速やかに監督員へ報告すること。

12.ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1)本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するようtワンデーレスポン

スに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるな

ど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2)発注者が効果 0課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力する

こと。

13.中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならなし、

14¬隋諷許者について

(1)下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2)下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を

指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15。 ―括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を
‐括して第二者に委任し、又は請け負わせてはならなし、

16.技術的事項について (別紛



施 工 条 件 明 示 事 項

工事名 社家導水ポンプ所無停電電源装置更新工事

1。 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当つて、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。

2.明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示
項 日

明 示 事 項 明示事項内容及び参考

□
工
程
関
係

□ 他の工事の開始又は完了の時
期による影響

□
施工時期、施工時間及び施工

方法の制限
(準備工期の設定等)

□ 関係機関等との協議の未成立

□ 関係機関等との協議条件による
影響

□ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事
前調査及び移設期間

□ 設計上、見込んでいる休 日日数
等以外の作業不能 日数

□
用
地
関
係

□ 工事用地等の未処理部分

□ 工事用仮設道路・資機材置き場
用の民有地等の借地

国 発 種看 が借 り上 ljた 土地の便 用

□ 工事用地等の使用終了後にお
ける復旧内容

（
公
害

・
排
水
等

）

□
周

辺
環
境

関

係

□ 工事に伴う公害防止 (騒音、振
動、粉塵、排出ガス等)対策

□ 水替え・流入防止施設

□ 濁水、湧水等の処理対策

□ 事業損失防止関係

□
安
全
対
策
関
係

□ 交通安全施設等の指定

□ 近接工事での施工方法、作業時
間等の制限   .

□ 落石、土砂崩落等に対する防護
施設

□
交通誘導警備員、警戒船等の保
安設備、保安要員の配置

□
有毒ガス及び酸素欠乏等の換
気設備等対策



一不

目

明
頂 明 示 事 項 明示事項内容及び参考

道
路
関
係

□
工
事
用

□ 工事用資機材等の搬入経路、使
用期間等の制限

□ 搬入路の使用中及び使用後の
処置

□ 仮設道路の設置

□ 一般道路の占用

□
仮
設
備
関
係

□ 仮設物 (仮土留、足場等)の他工
事への転用若しくは兼用

□ 仮設備の構造及び施工方法の

指定

□ 仮設備の設計条件の指定

■
建
設
副
産
物
関
係

□ 残土の受け入れ及び仮置き場所
までの距離、時間等の処分条件

□ 建設副産物の現場内での再利
用及び減量化

■ 建設副産物及び建設廃棄物の
処理

設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。

入
関
係

□
薬
液
注

□ 薬液注入工法の施工

□ 周辺環境への調査

□

工

事物
支件
障等

□ 占用物件の有無及び占用物件
等による工事支障物の存在

□ 地上、地下等の占用物件工事と
の重複施工

口
そ
の
他

□ 工事用資機材の保管及び仮置
き

■ 工事現場発生品 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。

国 又給ア 科及 び貸 与品

□ 関係機関0自 治体等との近接工
事協議に係る条件等

□ 架設工法の指定

□ 工事用水、電力等の指定

□ 新技術◆新工法・特許工法の指
定

□ 部分使用

□ 給水の必要

□ 電子納品対象工事特記仕様書

国 その他



社家導水ポンプ所無停電電源装置更新工事

特記仕様書

本工事の仕様は、この特記仕様書に定められたもののほか、当局水道工事共通仕様書及び施工

技術書の定めによるものとする。

1 工事概要

本工事は、社家導水ポンプ所に設置 してある無停電電源装置が経年劣化により性能が低下し

つつあるため、これを更新するものである。

2 工事場所

海老名市社家 6丁 目25番 2号 社家導水ポンプ所

3 工事内容

(1)仮設設備の設置

ア 既設無停電電源装置 (イ ンバータ盤、整流器盤、UPS分 電盤、蓄電池盤)を電気室

の空きスペースに仮設置

イ 既設ケーブル等の離線

ウ 仮設設備 として移設 した既設無停電電源装置に既設ケーブル等を再接続

(2)新規設備の設置

ア 新規無停電電源装置 (イ ンバ‐夕盤、整流器盤、UPS分 電盤、蓄電池盤)の設置

イ 新規ケーブル等の布設及び接続

(3)仮設設備の撤去

ア 仮設無停電電源装置 (イ ンバータ盤、整流器盤、UPS分 電盤、蓄電池盤)の撤去

イ 既設ケーブル等の離線及び撤去

(4)既設配線ピット蓋の撤去及び新規配線ピット蓋の設置

(5)防火区画処理の補修

(6)試験調整

(7)撤去品の産業廃棄物運搬及び処分

(8)｀ その他上記工事に付随する工事

4 機器仕様

(1)イ ンバータ盤

ア 数量

イ 形式

ウ 参考寸法

工 盤内収納機器

(ア)イ ンバァタ

a定格出力容量

b冷却方式      ‐

c運転方式

d交流入力 (直送入力)

e交流出力

(イ)配 線用遮断器

a2P100AF(ト リップ接点付)

b2P50AF(ト リップ接点付)

c 2P50AF

1面

屋内自立前背面扉形

W600× D1000× H2300mmL(チ ヤンネルベース

含まず)

1式
5 kVAジ人」ヒ

自冷式

商用同期常時インバーダ給電方式ト

単相 2線 105V50Hz

単相 2線 105V50Hz

l式 (2台程度)

1式 (4台程度)

1式 (1台程度)



(ウ)端 子台

(工)補 助継電器 (動作表示灯付)

(オ)外 部警報出力

(力)盤 内照明 (LED)

(キ)そ の他必要なもの

オ 盤面取付機器

(ア)名 称板

(イ)盤 番号板

(ウ)電 圧計

(工)電 流計

(オ)集 合表示灯 (LED)

(力)押 釦スイッチ

(キ)そ の他必要なもの

(2)整流器盤

ア 数量

イ 形式

ウ 参考寸法

工 盤内収納機器

(ア)整 流器
′a冷却方式

b整流方式

c制御方式

d交流入力

e直流出力定格電流

f直流出力定格電圧

(イ)負 荷電圧補償装置

a方式

b負荷電流

(ウ)配 線用遮断器

a 3P100AF(ト リップ接点付 )

b2P225AF(ト リップ接点付 )

c 2P225AF

d 2P50AF(ト リップ1妾点付)′

e 2P30AF(ト リップ接点付)

(工)端 子台

(オ)補 助継電器 (動作表示灯付)

(力)外 部警報出力

(キ)盤 内照明 (LED)

(ク)そ の他必要なもの

オ 盤面取付機器

(ア)名 称板

(イ)盤 番号板

(ウ)電 圧計

(工)電 流計

(オ)集 合表示灯 (LED)

(力)押 釦スイッチ

1式
1式
1式
1式
1式

1式
1式
1式
1式
1式
3個 (表示復帰、ランプテス ト、警報

停止 )

1式

1面

屋内自立前背面扉形

W800× D1000× H2300HmL(チ ャンネル
ベース含まず)

1式

自冷式

三相全波整流方式

サイ リスタ自動定電圧制御

三相 3線 210V50Hz
100A

120.4V

l式
シリコン ドロッパ

15A

l式 (1台程度)

1式 (1台程度)

1式 (1台程度)

1式 (10台程度)

1式 (2台程度)

1式
1式

1式
1式
1式

1:Jt‐

1式
1式
1式
1式
3個 (表示復帰、ランプテス ト、警報



(キ)そ の他必要なもの

(3)UPS分 電盤

ア 数量

イ 形式

ウ 参考寸法

工 盤内収納機器

(ア)配 線用遮断器

2P50AF(ト リジプ接点付 )

(イ)端 子台  1
(ウ)補 助継電器 (動作表示灯付 )

(工)外 部警報出力

(オ)盤 内照明 (LED)

(力)そ の他必要なもの

オ 盤面取付機器

(ア)名 称板

(イ)盤 番号板

(ウ)そ の他必要なもの

(4)蓄電池盤

ア 数量

イ 形式

ウ 参考寸法

工  盤内収納機器

(ア)蓄 電池

a形式

b容量

(イ)盤 内照明 (LED)

(ウ)そ の他必要なもの

オ 盤面取付機器

(ア)名 称板

(イ)盤 番号板

(ウ)そ の他必要なもの

(5)盤共通仕様

ア 準拠規格

イ 盤板厚 (鋼板製)

ウ 扉仕様 ・

(ア)左 ハン ドル右ヒンジ、パッキン付

(イ)ド アス トッパ

(ウ)鍵 付ハンドル

(工)盤 扉裏面に製造業者、製造年月、盤重量の銘板を貼り付けること。
工 塗装 (内外面、チャンネルベース含む)

(ア)塗 装仕様

(イ)塗 装色

(ウ)塗 装膜厚

オ 安全処理

停止)

1式

1面

屋内自立前背面扉形

W600× D1000× H2300nml(チ ャンネルベース

含まず)

1式 (16台程度 )

1式
1≡t                 ヽ

1式
1式
1式

1式
1式
1式

1面

屋内自立前背面扉形

W800× D1000× H2300mml(チ ャンネルベース

含まず )

1式

制御弁式据置鉛蓄電池 (長寿命形)

200Ah(10時間率)

1式
1式

1式
1式          ^
1式

JIS、  JEC、  」EM、  SBA
2.3nml以上

アームス トッパーで容易に閉ができる

こと。            :
タキゲンヽ200   11   =

: メラミン樹脂焼付塗装 (半艶)

:マンセル値 5Y7/1
: 40μ m以上



端子、ブスバー等感電の恐れのある場所には、アクリル板等で感電防止対策を行 うこ

と。

力 付属装置

(ア)付 属品

リレー・ ヒュニズ類       : 実装数の 10%(1個以下の場合は 1個 )

(イ)そ の他

チヤンネルベース、架台 (配線ピット内設置、H300nml程度)、 基礎ボル ト等必要な

もの

(6)その他

無停電電源装置 (イ ンバータ盤、整流器盤、UPS分 電盤、蓄電池盤)は、列盤構成に

すること。

5 材料仕様

配線 ピット蓋

(1)数量

(2)参考寸法

(3)材質等

(4)塗装仕様

ア さび止め処理後、塗装

6 複合工仕様        ‐

防火区画処理補修工

(1)数量

(2)工事内容

上記 「3(5)」 のとお り

(3)寸法等

イ 仕上色等の詳細は、打合せ及び承諾図により決定する。

: 1式
: W950× D150mm1 2枚 、W900× D150nm1 1枚、

W460× D850nm1 1枚

:縞鋼板、4.5t程度、ズレ止め加工

: 1式

:別紙設計図参照

1面
1面
1面 ^

1面
54個

1式
1式
1式

7 産業廃棄物運搬処分

(1)イ ンバータ盤 (自 立、W600× D800× H2300nml、 日本電池田製)

(2)整流器盤 (自 立、W600文 D800× H2300nml、
′
日本電池脚製)

(3)UPS分 電盤 (自 立、W600× D800× H2300nml、 日本電池田製 )

(4)蓄電池盤 (自 立、W900× D800× H2300nml、 日本電池田製 )

(5)鉛蓄電池 (MSE-200、 蓄電池盤内設置、いGSユアサ製 )

(6)ケーブル等

(7)配線ピット蓋

(8)そ の他本工事で発生した産業廃棄物

8 その他

(1)詳細仕様等は、打合せ及び承諾図により決定する。

(2)社家導水ポンプ所は、電気主任技術者を二般財団法人 関東電気保安協会に委託 している

ので、当該団体と連絡の上、高圧電気設備の安全措置等については、電気主任技術者立

会いのもとに行 うこと:

(3)蓄電池設備設置届出書等 (消防届出)を作成及び提出すること。

(4)工事工程について監督員と十分に協議すること。            ,
(5)着手前打合せによる内容は(本仕様書よりも優先する。

(6)本工事で発生した撤去品等は、請負者処分とし(マニフェス トの写しを提出すること。



(7)完成図書は金文字黒表紙 としヽ 2部作成すること。

(8)しゅん工図は、印刷物のほか、AutoCAD2018(dwg)で変換できるファイルを CD―R等の電

子媒体で提出すること。

(9)工事コス トの表示について

ア エ事請負額 1000万 円以上の工事を対象とする。     .
イ エ事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。

ウ 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位 とする。

(10)グ リーン物品購入及び環境配慮について

この工事を施工するにあたつて、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須

賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様

書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入費用が含まれている場合は、できるだ

けこの方針に基づく環境物品等を調達願いたい。

(上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)

本市は、独自の環境マネジメン トシステム (YES)に より事務事業の環境負荷低減に

努めているので、請負者においてもできる限り環境に配慮 した取組を実施されたい。

なお、使用資材についてはアスベス トが含有する資材を使用しないこと。

(11)保証期間

保証期間は、しゅん工検査合格の日より2年間とする。請負者は、保証期間内に発生し

た故障については、無償で修理すること。

(12)健康診断 (検便)

水源地・浄水場 。配水池等において作業する次の各号いずれかに該当する者は、水道法

21条に基づき、検便検査を行い作業開始前にその検査報告書を監督員へ提出すること。検

査項目は、赤痢菌・腸チフス菌・パラチフス菌 ,病原性大腸菌 0-157と し、報告書には、

氏名・性別 0年齢・成績・検査場所を記載すること。また、検査結果の有効期限は 6か月

とし、期間が過ぎた場合は再度検査を実施 し、検査結果を監督員に提出すること。

ア 水工程に直接触れて作業する者

イ 水工程に直接触れないが、概ね二週間程度連続 して作業する者

ウ 6か月を越えて従事する者

(13)工事記録写真

撮影表示板には、工事名、年月 日、工事場所、工事内容、請負者を記載する。

(14)ゴム製品等の品質確認等

受注者は、東洋ゴム化工品欄、ニッタ加工品いで製造された製品や材料 (以下、ゴム製

品等とする。)を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第

二者 (東洋ゴム化工品閉、■ッタ加工品閉と資本面 0人事面で関係がない者)に よつて作

成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

製品及び材料名 (ゴム製品等)

防振ゴム

ディーゼルエンジン用防振ゴム

ゴム製軸継手

産業機械用空気ばね

芝保護材

落橋防止用ゴム

道路資材
車止め (ガー ドコーン)

視線誘導標・車線分離標

弾性舗装材 ゴムチップ舗装材

建築防水資材



※代表的な製品例である

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応 じて必要な規格に

ついて取得するものとする。

(15)ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い

第二者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不

良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

(16)建設副産物実態調査の作業手順 (元請業者が行う)について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

(17)設備機器等の固定は、耐震クラスSに より施工すること。

試験名 計測項目

通常状態での試験 (常態試験) 硬さ、比重、引張強度、伸び

熱老化試験 熱老化前後での変化率 (硬 さ、比重、引張強度、伸び)

圧縮永久ひずみ試験 圧縮による残留歪み

製品検査 外観、寸法、性能



新設ケ∵ブル配線表 (参考)

低圧ケーブル

自 至 種別、太さ、心数 本数

インバータ盤 (llPS-3〉 No. 2グ暑F■暑曇1塁 (MC-13) 600V´ CE/F  22mm2  2′ iト 1

インバータ盤 〈UPS-3〉 社家導水コントローラ・テレメ…夕(1)盤〈CTR-1〉 600V  CE/F  5.5mm2  2Jiト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.1変圧器盤〈MC-12〉 600V  CE/F  60mm2  3Jiト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 受電盤〈MC-2〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.2変圧器盤 〈MC-13〉 6oov cE/F 3.5m7n2 2′い 2

整流器盤 〈UPS-2〉 No.1ポンプ盤 (160kW)〈 MC-4〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.2ポンプ盤 (160kW)く MC-8〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.3ポンプ盤 (160kW)〈 MC-9〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.4ポ ンプ盤 (75kW)〈 MC-5〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト

整流器盤 〈UPS-2〉 No.5ポ ンプ盤 (75kW)く MC-6〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ 1ト 1

UPS分 電盤くUPS-4〉 コン トロールセンタくCC-lA〉 600V  CE/F  3.5mm2  2″ 1ト 1

UPS分 電盤〈UPST4〉 No。 1ポンプ (160kW)現場操作盤くLCB-1〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤くUPS-4〉 No。 2ポンプ (160kW)現場操作盤くLCB-2〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 No。 3ポンプ (160kW)現場操作盤くLCB-3〉 600V  CE/F  3.5mm2  2″ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 No。 4ポンプ (75kW)現場操作盤くLCB-4〉 600V  CE/F  3.5mm2  2,1ト 1

UPS分 電盤〈UPS-4〉 No.5ポ ンプ (75kW)現場操作盤くLCB-5〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 流量計電動弁現場操作盤〈LCB-6〉 600V  CE/F  3.5mm2  2Jiト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 計装変換器盤くKD〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 盤火報受信機 600V  FP― C  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 建屋火報受信機 600V  FP― C  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 電話交換機 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 コン トロールセンタ〈CC-lB〉 600V  CE/F  3.5mm2  2′ iト 1

制御ケーブル

自 至 種別、太さ、心数 本数

インバータ盤 〈UPS-3〉 社家導水コントローラ・テレメータ(1)盤〈CTR-1〉 CEE/FttS  l.25mm2  3′ :ト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 社家導水コントローラ0テレメータ(1)盤〈CTR-1〉 CEE/F― S  l.25mm2  10′ iト
■
■

その他電線

自 至 種別、太さ、心数 本数

UPS分 電盤 〈UPS二 4〉 接地線分岐部 600V  IE/F  22mm2. 1

※上記はすべて新設機器 ※上記はすべて既設機器

※ 上記表は参考に記載 したもので、詳細な線種、太さ、心数等は打ち合わせ等により決定する。



再利用ケーブル配線表 (参考)

低圧ケーブル

自 至 種別、太さ、.心数 本数

インバァタ盤 (llPS,3〉 No. 2ク暑涯E暑曇1豊  (MC-13) 600V  CV  22mm2  2′ iト 1

インバータ盤 〈UPS-3〉 社家導水コントローラ0テレメータ(1)盤〈CTR二 1〉 600V  CE/F  5.5mm2  2,1ト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.1変圧器盤くMC-12〉 600V  CV  60mm2  3′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 受電盤〈MC-2〉 600V CV 3.5皿n2 2,い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No。 2変圧器盤 〈MC-13〉 600V  CV  3.5mm2  2り iト 2

整流器盤 〈UPS-2〉 No.1ポンプ盤 (160kW)〈 MC-4〉 600V CV 3.5mm2 2′い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No。 2ポンプ盤 (160kW)〈 MC-8〉 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.3ポ ンプ盤 (160kW)〈 MC-9〉 600V CV 3.5皿n2 2′い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 NO。 4ポンプ盤 (75kW)〈 MC-5〉 600V CV 3.5mm2 2′い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.5ポンプ盤 (75kW)く MC-6〉 600V  CV  3。 5mm2  2Jiト 1

UPS分 電盤 〈UPST4〉 コン トロールセンタ〈CC-lA〉 600V CV 3.5nhm2 2′い 1

UPS分 電盤くUPS-4〉 No.1ポ ンプ (160kW)現場操作盤くLCB-1〉 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 No.2ポ ンプ (160kW)現場操作盤〈LCB-2〉 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤〈UPS-4〉 No.3ポ ンプ (160kW)現場操作盤<LCB-3〉 6ooV‐ CV  3.5mm2  2り 1ト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 No。 4ポンプ (75kW)現場操作盤くLCB-4> 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 くUPS-4〉 No.5ポ ンプ (75kW)現場操作盤くLCB-5〉 600V CV 3.5nh7n2 2″ い 1

UPS分 電盤 くUPS-4〉 流量計電動弁現場操作盤〈LCB-6〉 600V  CV  3.5mm2  2′ とヽ 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 計装変換器盤〈KD〉 600V  CV  3。 5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS二 4〉 盤火報受信機 600V  CV  3.5mm2  2′ :ト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 建屋火報受信機 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤〈UPS-4〉 電話交換機 600V CV 3.51血 2 2′い 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 コン トロールセンタ〈CC-lB〉 600V  CV  3。 5mm2  2″ iト 1

制御ケーブル

自 至 種別、太さ、心数 本数

インバータ盤 〈UPS-3〉 社家導水コントローラ・テレメータ(1)盤〈CTR-1〉 CEE/F― S l.25皿■2 3′い 1

整流器盤 (UPS-2〉 社家導水コントローラ,テレメータ(1)盤〈CTR-1〉 CEE/F― S  l.25mm2  10′ iト

その他電線

自 至 種別、太さ、心数 本数

UPS分 電盤 〈UPS二 4〉 接地線分岐部 600V  IV: 22mm2 1

※上記はすべて仮設機器 ※上記はすべて既設機器

※ 上記表は参考に記載 したもので、詳細な線種、太さ、心数等は打ち合わせ等により決定する。



撤去ケーブル配線表 (参考)

低圧ケーブル

自 至 種別、太さ、心数 本数

インバータ盤 〈UPS-3〉 No.2変圧器盤 〈MC-13〉 600V  CV  22mm2  2″ iト 1

インバータ盤 〈UPS-3〉 社家導水コントローラ・テレメータ(1)盤〈CTR-1〉 600V  CE/F  5.5mm2  2′ iト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.1変圧器盤〈MC-12〉      、 600V  CV  60mm2  3′ 1ト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 受電盤〈MC-2〉 600V  CV  3.5面 m2 2′い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No. 2変 F■器盤  〈MC-13) 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 2

整流器盤 〈UPS-2〉 No.1ポンプ盤 (160kW)〈 MC-4〉 600V  CV  3.5mm2  2Jiト 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.2ポンプ盤 (160kW)〈 MC-8〉 600V  CV  3.5mm2  2′ i卜
'

1

整流器盤 〈UPS-2〉 No。 3ポンプ盤 (160kW)〈 MC-9〉 600V CV 3.5皿n2 2′い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 No.4ポンプ盤 (75kW)〈 MC-5〉 600V CV 3.5m7n2 2Jい ■
■

整流器盤 〈UPS-2〉 No.5ポ ンプ盤 (75kW)〈 MC-6〉 600V CV 3.5皿n2 2′い 1

UPS分 電盤〈UPS-4〉 ヨン トロールセンタ〈CC-lA〉 600V  CV  3.5mm2  2.1い 1

UPS分 電 盤 くUPS-4〉 No。 1ポ ンプ (160kW)現場操作盤くLCB-1〉 600V  CV  3.5mm2  2′ 1ト 1

UPS分 電 盤 〈UPS-4〉 No。 2ポンプ (160kW)現場操作盤〈LCB-2> 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 No.3ポ ンプ (160kW)現場操作盤〈LCB-3〉 600V  CV  3.5mm2  2″ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS二4〉 No.4ポ ンプ (75kW)現場操作盤くLCB-4〉 600V CV 3◆ 5mm2 2′い 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 No.5ポ ンプ (75kW)現場操作盤<LCB-5〉 600V CV 3.5mm12 2Jい 1

UPS分 電盤 〈UPST4〉 流量計電動弁現場操作盤〈LCB-6〉 600V  CV  3。 5mm2  2′ 1ト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 計装変換器盤〈KD〉 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電 盤 〈UPS-4〉 盤火報受信機 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 建屋火報受信機 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS-4〉 電話交換機 600V  CV  3.5mm2  2′ iト 1

UPS分 電盤 〈UPS,4〉 コン トロールセンタ〈CC-lB〉 600V  CV  3。 5mm2  2′ iト 1

制御ケーブル

自 至 種別、太さ、心数 本数

インバータ盤 (llPS-3〉 社家導水コントローラ・テレメータ(1)盤くCTR-1〉 CEE/F― S l.25nL7n2 3′い 1

整流器盤 〈UPS-2〉 社家導水コントローラ・テレメ…夕(1)盤〈CTR-1〉 CEE/F― S  l.25mm2  10″ iト 1

その他電線

自 至 種別、太さ、心数 本数

UPS分 電盤 〈UPS=4〉 接地線分岐部 600V  IV i 22mm2 1

※上記はすべて仮設機器 ※上記はすべて既設機器

※ 上記表は参考に記載 したもので、詳細な線種、太さ、心数等は打ち合わせ等により決定する。

｀ 以上



建設副産物実態調査に係る特記仕様書

元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が 100万円以上の工事 (調査対象となる建設資材
の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く)は、次項の建設副産物実態調査作業手順に

もとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、

当該年度の年割 り額を記入 し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量 0搬出量の

みを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進

に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進}計画書 (実施書)の作成」を兼ねるものとす

る。

本調査の対象品日は、表 1の通 りである。

表 1 調査対象品目

対象 調査対象品目 備  考

搬
入
す
る
建
設
資
材

コンクリー ト
生コンクリー ト、コンクリー トニ次製品

(有筋、無筋)な ど

木材

アスファル ト・コンクリー ト

土砂
山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥

処理土、再生コンクリー ト (RC-10)な ど

砕石 鉱さい、クラッシャーラン、ぐり石など

塩化ビニル管 。継手

石膏ボー ド

その他の建設資材

搬
出
す
る
建
設
副
産
物

コンクリー ト塊

建設発生木材A(柱、ボー ドなどの本製

響材が廃棄物となつたもの)

建設発生木材等のうち、解体木くず、新築
端材木くず等が該当する。

アスファル ト・コンクリー ト塊

その他がれき類

饉設発生木材 B(立木、除根材などが廃

棄物となったもの)

建設発生木材等のうち、建設工事 (工作物
の新築、改築又は除去に係るものに限る。)

に伴って副次的に得 られる伐木材、伐根材
が該当する。       ^

室設汚泥

昆合状態の廃棄物 (建設混合廃棄物)

現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出
の間に分別された場合には、分別後の品目
が発生したものとみなす。

金属くず

莞塩化ビニル管・継手

兜プラスチック (廃塩化ビニル管 `継手

を除く)

兜石膏ボ‐ ド

衡くず

アスベス ト (飛散性 )

その他の分別された廃棄物

第一種～第四種建設発生土及び浚渫土

(建設汚泥を除く)
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2建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

(1)下般財団法人日本建設情報総合センターのホームページhttp://wvwo recycle.jacic.or.jp/か ら

建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニユアル」ページ内の「建設副産物情報交換システ

ム」の操作マニュアル 「排出事業者用」を参照する。      「

(2)当初契約時点でのデータを入力する。 (「再生資源利用 (促進)計画書一建設リサイクルガイ ドラ

イン様式―」の作成)

(3)工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換シス

テムエ事登録証明書 (計画)」 を印刷し、監督員に提出するも

(4)工事完成時に実施書 (最終データに修正)に書き換える。

(5)各種書類の印刷により、「チェックリス ト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確

認する。′

(6)工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換シス

テムエ事登録証明書 (実施)」 を印刷し、監督員に提出する。

(7)建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用 (促進)計画書、再生

資源利用 (促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたも

のとみなす。

3データ入力上の留意点

(1)建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬

出 (一種発生土～浚渫土)には、「地山m3」 で入力し、建設資材利用 (土砂)には、「締めm3」

(表 2、 土量の変化率Cを考慮)で入力する。

表2 土量の変化率C
レキ質土 砂質土及び砂 粘性土 岩塊 玉石

レキ レキ質土 砂 砂質土

(普通土)

粘性土 高含水比

粘性土

0。 95 0。 90 0。 95 0。 90 0。 90 0。 90 1.00

軟岩 I 軟岩Ⅱ 中硬岩 硬岩 I

1。 15 1.20 1.25 1.40

(例 )

掘削  100m3
埋戻 し  20m3(締 めm3)° ・・ 「土砂 建設資材 利用量 (A)」 欄に入力する。

22m3(地山m3)・ ・・ 「一種発生土γ浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
20m3/変化率C(仮にO.9と する)=22m3

処分  78m3(地 山m3)・ ・ 。「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力
する。

100m3~22m3=78m3
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(2)建設資材利用について

ア 建設 リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
・表 3にまとめる調査対象品日の分類ごとに建設 リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設 リサ

イクル資材の品目名については、神奈り|1県の建設 リサイクル資材認定資材一覧表 (以下、認定一

覧表とい う)を参照する。

表 3 調査対象品日と建設 リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の 「分類」) 建設 リサイクル資材の品目名

土砂 (建設汚泥処理土)

再生改良土

再生流動性埋戻材

アスファル ト・コンクリー ト 再生加熱アスファル ト混合物

砕石 再生骨材等

コンクリー ト

再生コンクリー トニ次製品 (無筋)※
再生舗装用ブ百ック

(平板、 インターロッキングプロック、レンガプロック等)

コンクリー ト及び鉄から成る建設資材 再生ョンクリー トニ次製品(有筋)※

木材
再生木質ボー ド

再生集成材・合板

塩化ビニル管・継手 排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリー トニ次製品に該当する建設 リサイクル資材が無筋コンクリー トの場合、調査対象品目の

うち「コンクリー ト」に、再生コンクリー トニ次製品に該当する建設 リサイクル資材が有筋コンクリー ト

の場合、調査対象品日のうち「コンクリー ト及び鉄から成る建設資材」に入力する。

・ 「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
・ 「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、

「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
・ 「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材

利用量」には0を入力する。

ウ RC-10(再 生砂)を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリー ト砂」欄に入力する。

(3)建設副産物発生・搬出 (コ ンクリー ト塊tアスファル ト・コンクリー ト塊、建設発生木材
A・ B、 建設汚泥、建設発生土 (第一種～第四種建設発生土及び浚渫土))について

ア コンクリー ト塊、アスファル ト・コンクリー ト塊を神奈川県のコンクリー ト塊等処理指定工場

に搬出する場合は、「搬出先の種類のコ∵ ド」を「5中間処理施設 (合材プラント以外の再資源化

施設)」 と選択する。
イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県の建設発生木材等再資源化指定

事業者の指定施設に搬出する場合はt「建設発生木材A(柱、ボー ドなどの木製資材が廃棄物に

なつたもの)」 欄に入力することとし、「搬出先の種類のコー ド」を「5中間処理施設 (合材プラ
ント以外の再資源化施設)」 と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈り|1県 の建設発生木材等再資源化指定事業者の指定

施設に搬出する場合は、「建設発生木材B(立木、除根材などが廃棄物となつたもの)」
・欄に入

力することとし、「搬出先の種類のコー ド」を「5中間処理施設 (合材プラント以外の再資源化施

設)」 と選択する。
工 建設汚泥を一部であつても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先

の種類のコー ド」を「5中間処理施設 (合材プラント以外の再資源化施設)」 と選択する。
オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコー ド」を5

工事予定地・仮置場・ス トックヤー ド(再利用の目的があろ場合)」 と選択する。
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終回く郎□＃組ぐ¨Ｒこ潔）「―曝（樫認琢肥・軽輝）認猥本国製へ然ヽヽＫＩ駆陣嶽纏誰継眠型Ｋ卜」煙計義氣′辮憮則瀧′怪磐流認（＝）

〓颯やく拠颯
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陣埋

皿黒眠

皿黒眠

皿薫眠

皿薫眠

皿薫眠

皿薫眠

皿黒眠

皿黒眠

皿黒眠

皿黒唄

皿黒眠

皿黒眠

皿黒眠

皿黒眠

皿黒眠

皿黒眠

皿黒眠

（Ｅ）運丼

〇〇〇Ｏ^ЮΦ〓^〓

〇〇〇
＾

〇〇Ｈ
＾

銀〓

〇〇〇Ｏ^ＮＨ．Ю

〇〇ヾ
へ

〇卜Ｈト^

〇卜ヾ
＾

Ｎ

ＯＨト

卜ЮＮ

∞∞Ｈ

∞⑬Ｎ

∞トマ

ＯＮ劇

〇∞∞

〇〇〇
＾

ＯЮ〓

〇〇〇Ｏ^ЮＨ

〇〇〇
ぃ

〇〇ヾ

〇〇〇
＾

銀∝

ＯＯＯ〇^〇〇

週丼
旧

旧
IE

IE
日

日
日

日
日

日
日

日
係

係
係

係
係

運十・≦幾ｏ楓唱

月ヽく＞〓Ю′＞８Ｈ緊銀翼丼Ｒヨ輝黙

く８■＞ヾ。ＲＨＲヨ堰恒′＞８∝紫∞黒川Ｒく堰枢

絆肛士〓≧く８い

（泊あ）∞日日ｏｏ　』＼国０　＞ｏｏｏ

（泊氏）∝日日憫憫　』＼国０　＞ｏｏｏ

（冶氏）憫日日曖Ю　』＼国０＞ｏｏｏ

（泊氏）Ｎ日日Ю．∞　』＼国０＞ｏｏｏ

（泊氏）Ｎ日日曖∞　０１飩』＞ｏｏｏ

（泊６こ∝日日Ю∞。Ｈ　∽―』＼国国０

（泊あ）∞日日Ю銀．Ｈ　∽―』＼国国０

∝日日ヽ銀　』＼国Ｈ＞ｏｏｏ

ぐ緊憮きば胴Ｒ駆

縫響榔一区脚Ｈ

閣ヽ１７、ヽヽ

圏串輝測

閣肥像の角⊃

劉埋胴細

ミ欲ｌ尽Щ単

ミ体１尽Щ単

ミヽ１尽Щ単

ミヽ１尽Щ単

ミ欲ｌ尽Щ単

ミ気ｌヽこ羅

ミЪｌ尽尋羅

紫肥曖埋暖くЩ

棚エヘｂ紫饂

憮和繹

Ｈ毯鐸国製回凶く趣

紅ぐ樹撫起緊単相琢膊

憮像製緊則ぷ熙盤米側



論理田性．ＯＺ

llK
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緊胴礎潔駅【Щ


